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（3）大分市地域公共交通計画の変更について



 

大分市地域公共交通計画 

評価指標に係る目標年度の変更について 

 

 本市では、令和 4 年 3 月に「大分市地域公共交通計画」を策定し、地域公共交通の基本理念

や基本方針の実現に向けた取組の達成状況を把握するため、評価指標を設定しています。  

各評価指標の目標値は、新型コロナウイルス感染症拡大前である令和 2 年の水準へ回復す

ることを根拠として設定したものです。 

その後、令和 5 年 8 月に、地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に対応する

ため、本計画の一部を変更するとともに、計画期間を当初の令和 9 年 3 月から令和 9 年 9 月

に延長いたしました。 

今回、この計画期間の延長に伴い、各評価指標の目標年度を下記のとおり変更いたします。 

なお、目標値は、計画策定時の設定根拠を引き継ぐこととしますが、「路線バス代替交通利用者

数」については、令和 8 年度より滝尾地域の路線を廃止したため、目標値を変更しております。 

 

記 

 

１.評価指標に係る目標値の期限の変更 

  変更前 ： 令和 8 年度（令和 9 年 3 月） 

  変更後 ： 令和 9 年度（令和 9 年 9 月） 

 

２.大分市地域公共交通計画 変更箇所 

 第 6 章「大分市地域公共交通計画が目指すもの」 （ｐ91） 

 巻末資料「目標値の算出根拠」 （ｐ127-134） 

        

   

 （参考） 大分市地域公共交通計画期間の変更 

変更前 ： 令和 4 年 3 月～令和 9 年 3 月 

    変更後 ： 令和 4 年 3 月～令和 9 年 9 月 

※令和 5 年 8 月 2 日開催の「令和 5 年度第 2 回大分市地域公共交通会」にて承認済み 

 

以上 



～新旧対照表～

大分市地域公共交通計画



 

旧 新 

１-１  計画の目標 

本市における地域公共交通の基本理念や基本方針の実現に向け、以下の計画目標を設定します。 

 

表 評価指標の現況値と目標値 

目標 評価指標 現況値（R2） 目標値（R8） 

だれもが安心して
生活できる生活交
通の確保 

フィーダー補助系統（路線バス）の
利用者数 

62,354 人/年 7,017 人/年 

路線バス代替交通利用者数 12,757 人/年 30,094 人/年 

ふれあい交通の利用者数 7,834 人/年 10,500 人/年 

都市拠点と地区拠
点のにぎわい創出 

大分きゃんバスの年間利用者数 36,733 人/年 65,000 人/年 

各
地
区
の
特
定
す
る
バ
ス
停
の
バ
ス
乗
降

客
数
ᶝ
１
日
あ
た
り
ᶞ 

大分駅前 6,951 人/日 7,500 人/日 

鶴崎駅・鶴崎 298 人/日 400 人/日 

大在駅前・大在駅裏 35 人/日 70 人/日 

坂ノ市駅 77 人/日 80 人/日 

佐賀関 158 人/日 160 人/日 

アクロス前・アクロス入口 465 人/日 530 人/日 

判田橋・判田局前 34 人/日 60 人/日 

戸次 80 人/日 130 人/日 

トキハわさだタウン 465 人/日 510 人/日 

野津原 27 人/日 40 人/日 

公共交通利用者の
維持・確保 

鉄道の乗車人員 
＊竹中駅を除く大分市内 16 駅 

24,620 人/日 33,000 人/日 

路線バスの乗降客数 7,330 千人/年 9,600 千人/年 

タクシー利用者数 2,909 千人/年 4,495 千人/年 

路線バスの収支率（市内線） 
＊バス年度：10 月～9 月 

84.0％ 100％ 

公的資金が投入されている地域旅客
運送サービスの収支率 
（フィーダー補助系統） 

35％ 35％ 

公的資金投入額（主な地域旅客運送
サービスに関する事業） 

343,025 
千円/年 

343,000 
千円/年 

だれもが利用しや
すい公共交通 

全バス車両に占める低床バス車両の
割合 
＊低床バス車両：BF 法適合車両（スロープ付

き及びリフト付きバス）を含む 

66.3％ 80%以上 

全タクシー車両に占める UD タクシ
ーの割合 

15.1％ 25％ 

観光入込客数 2,695,681 人/年 5,000,000 人/年 

「バスどこ大分」の年間閲覧者数 
5,500,537 
ページビュー/年 

8,730,000 
ページビュー/年 

バス事業者の LINE 公式アカウント
の登録者数 
（各年度上半期：4～9 月） 

1,317 人 
（R3） 

1,450 人 

その他参考 

基本方針に則った
本計画記載事業の
着実な実施 

年次別の事業着手度合い － 100％ 

１-１  計画の目標 

本市における地域公共交通の基本理念や基本方針の実現に向け、以下の計画目標を設定します。 

 

表 評価指標の現況値と目標値 

目標 評価指標 現況値（R2） 目標値（R9） 

だれもが安心して
生活できる生活交
通の確保 

フィーダー補助系統（路線バス）の
利用者数 

62,354 人/年 7,017 人/年 

路線バス代替交通利用者数 12,757 人/年 25,594 人/年 

ふれあい交通の利用者数 7,834 人/年 10,500 人/年 

都市拠点と地区拠
点のにぎわい創出 

大分きゃんバスの年間利用者数 36,733 人/年 － 

各
地
区
の
特
定
す
る
バ
ス
停
の
バ
ス
乗
降

客
数
ᶝ
１
日
あ
た
り
ᶞ 

大分駅前 6,951 人/日 7,500 人/日 

鶴崎駅・鶴崎 298 人/日 400 人/日 

大在駅前・大在駅裏 35 人/日 70 人/日 

坂ノ市駅 77 人/日 80 人/日 

佐賀関 158 人/日 160 人/日 

アクロス前・アクロス入口 465 人/日 530 人/日 

判田橋・判田局前 34 人/日 60 人/日 

戸次 80 人/日 130 人/日 

トキハわさだタウン 465 人/日 510 人/日 

野津原 27 人/日 40 人/日 

公共交通利用者の
維持・確保 

鉄道の乗車人員 
＊竹中駅を除く大分市内 16 駅 

24,620 人/日 33,000 人/日 

路線バスの乗降客数 7,330 千人/年 9,600 千人/年 

タクシー利用者数 2,909 千人/年 4,495 千人/年 

路線バスの収支率（市内線） 
＊バス年度：10 月～9 月 

84.0％ 100％ 

公的資金が投入されている地域旅客
運送サービスの収支率 
（フィーダー補助系統） 

35％ 35％ 

公的資金投入額（主な地域旅客運送
サービスに関する事業） 

343,025 
千円/年 

343,000 
千円/年 

だれもが利用しや
すい公共交通 

全バス車両に占める低床バス車両の
割合 
＊低床バス車両：BF 法適合車両（スロープ付

き及びリフト付きバス）を含む 

66.3％ 80%以上 

全タクシー車両に占める UD タクシ
ーの割合 

15.1％ 25％ 

観光入込客数 2,695,681 人/年 5,000,000 人/年 

「バスどこ大分」の年間閲覧者数 
5,500,537 
ページビュー/年 

8,730,000 
ページビュー/年 

バス事業者の LINE 公式アカウント
の登録者数 
（各年度上半期：4～9 月） 

1,317 人 
（R3） 

1,450 人 

その他参考 

基本方針に則った
本計画記載事業の
着実な実施 

年次別の事業着手度合い － 100％ 



 

旧 新 

〈巻末資料〉 
 

■目標値の算出根拠 
 

〈巻末資料〉 
 

■目標値の算出根拠 
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摺
すり

ルート

高沢
たかそう

ルート

朝海
ちょうかい

ルート

端登
はたのぼり

ルート

弓立
ゆだち

ルート 中野
なかの

ルート

大内
おおうち

ルート

葛木
かつらぎ

ルート

家島
いえじま

ルート

曙台
あけぼのだい

ルート

一木
いちぎ

ルート

望
のぞ

みが丘
おか

ルート

延命寺
えんめいじ

ルート

畑
はた

ルート

屋山
ややま

ルート

市尾
いちのお

ルート

大志生木
おおじゅうき

ルート

大黒
おおぐろ

ルート

福水
ふくみず

ルート

庄
しょう

の原
はる

ルート

舟ヶ平
ふねひら

ルート

旦野原
だんのはる

ルート

樫原
かしばる

ルート

赤仁田
あかにた

ルート

道
どう

尻
じり

ルート

折立
おりたて

ルート

上
かみ

石合
いさい

ルート

上
かみ

白木
しらき

ルート

広内
ひろうち

ルート

大分きゃんバス
(大分市美術館行き)

木佐上
きさがみ

ルート

のつはるコミュニティバス

野津原地域
グリーンスローモビリティ

大南地域
グリーンスローモビリティ

西
大
分
駅

大
分
駅

牧
駅

堂園
どうぞの

ルート

高
城
駅

幸
崎
駅

古
国
府
駅

南
大
分
駅

賀
来
駅

豊
後
国
分
駅

滝
尾
駅

敷
戸
駅

大
分
大
学
前
駅

竹
中
駅

　補助申請対象
【大分市コミュニティバス等】

【民営公共交通機関】

※タクシーは大分市全域で運行

凡　　例

ふれあい交通　（３５ルート）

　路線バス

　鉄道

　高速道路

路線バス代替交通　（２路線）

大分きゃんバス　（１路線）

グリーンスローモビリティ　（３地区）

　航路

富士見が丘おでかけ交通　（１地区）

鶴
崎
駅

中
判
田
駅

大
在
駅

坂
ノ
市
駅

佐賀関地域
グリーンスローモビリティ

富士見が丘
おでかけ交通

入蔵
いりくら

ルート

河内
かわち

ルート

やはたコミュニティバス

大分市地域公共交通ネットワーク図

緑ケ丘
みどりがおか

辛
から

幸
こう

2区
く

ルート

曲
まがり

・芳河原
ほうがわら

ルート

臼関線
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６月末 ９月９月 １０月 １２月 １月 ２月 ４月

「大分市地域公共交通計画」に係る事業評価制度について

大
分
市
地
域
公
共
交
通
計
画
の
変
更
・
評
価
の
流
れ

令和６年度 令和７年度 令和８年度

１０月 ４月 ６月末 ９月 １０月 １２月 １月 ２月 ４月

令和９年度

６月

１年間の実績

令和７年度事業

反映

反映

反映

【一次評価 】 本協議会が自ら評価・分析した事業の実施状況に関する評価

【二次評価 】 九州運輸局に設置した第三者委員会が評価

二
次
評
価

一
次
評
価

令和９年度事業

令和８年度事業

令和８年度第2回

大分市地域公共交通協議会（今回）

令和７年度事業の二次評価を反映した、

令和９年度事業計画を位置づけるため、

大分市地域公共交通計画を変更します。

九州運輸局による

評価済み

R７第４回協議会

で協議済み

大分市地域公共交通計画の

変更

１年間の実績

二
次
評
価

一
次
評
価

６
年
度
評
価

７
年
度
評
価

８
年
度
評
価

大分市地域公共交通計画の

変更

111454
取り消し線
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評価対象事業名： 令和７年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金

地方運輸局等における
二次評価結果

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

評価結果

評価の指標は①年間利用者数、
②稼働率（実績運行日数/運行可
能日数）、③地域検討会開催回
数、④利用者の満足度、⑤潜在
的な利用者発掘に向けた取り組
み

利用者が参加して次年度の運行
計画を検討する「地域検討会」を
路線ごとに開催するなど、利用促
進に取り組まれていることに対し
て評価します。

公共交通の利用促進に取り組ま
れ、目標を達成されたことを評価
します。引き続き利用者のニーズ
や利用実態を把握した上で、関
係者との協議が継続されることを
期待します。

一部系統について登録者の入所
や入院による利用者減とのことで
すが、公共交通である以上は、一
部のヘビーユーザーの動向で実
績に大きな影響が及ぶ様な運行
するものではないと考えられます
ので、更に多様な利用者が利用
できる様に、引き続き利用促進・
周知活動が行われる事を願いま
す。

引き続き、協議会が設定する今
後の改善点が着実に解決される
ことにより、持続可能な旅客運送
サービスが提供されることを期待
します。

協議会における事業評価結果（一次評価）

木佐上～神崎中学校前の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（25）大志生木ルート

大志生木1～大志生木の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（26）大黒ルート

大黒～佐賀関の運行

B

①年間利用者数
・目標10,164人に対して実績9,541人で、未達
成であった。（達成率94％）

②稼働率（実績運行日数/運行可能日数）
・目標63.0％以上に対して実績57.6％で、未
達成であった。（達成率91％）

③地域検討会開催回数
・1ルートにつき年間1回以上開催に対して、
全ルートで1回開催し、目標を達成した。

④利用者の満足度
・半数以上のルートにおいて、満足度調査で
70％以上が「満足」と回答する目標に対し、
全ルートで70％以上が「満足」と回答し、目標
を達成した。

⑤⑥潜在的な利用者発掘に向けた取り組み
・地元回覧による広報活動を行うとともに、地
域検討会で地元への周知の協力を呼びかけ
た。

（目標を下回った理由）
　大南、野津原地域でヘビーユーザーの利
用回数が減少傾向にあり、地域検討会に参
加した利用者から、入所や入院により自宅を
離れているとの話を聞いている。上白木ルー
トでは、昨年度から利用回数が２倍に増加し
たが、全ルートでみると、目標を下回る結果
となった。

・引き続き、ルートごとに毎年開
催する「地域検討会」を継続する
中で、地域の実情や利用者ニー
ズの変化に対応した見直しを行
いながら、利用者・交通事業者・
行政の協働で、以下の事項に取
り組む。
⑴利用実績の評価及び検証
⑵地域住民の利用ニーズの把握
⑶次年度の運行計画の検討
⑷利用促進

・引き続き、停留所の標柱・ベン
チの維持管理に努める。

・引き続き、利用方法等のチラシ
を回覧するほか、自治会と連携
し、定期的に事業説明会を開催
する等、広報活動を行うことで、
地域全体への周知を図り、新規
利用者の拡大に繋げる。

クリスタルシティタクシー株式会社
（19）折立ルート

折立～坂の市小学校前の運行

A

計画通り事業は適切に
実施された。

クリスタルシティタクシー株式会社
（18）屋山ルート

大分タクシー株式会社
（4）樫原ルート

樫原～判田局前の運行

大分はとタクシー株式会社
（7）弓立ルート（通学便：戸次）

弓立～戸次の運行

屋山～坂ノ市の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（17）一木ルート

一木～浜入口の運行

大分シティタクシー株式会社
（16）延命寺ルート

延命寺～坂ノ市の運行

大分シティタクシー株式会社
（6）弓立ルート（通常便：戸次）

弓立～戸次の運行

木田南部～坂ノ市の運行

有限会社野津原タクシー
（14）入蔵ルート

入蔵～野津原支所の運行

有限会社野津原タクシー
（13）上石合ルート

屋形木～野津原支所の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（20）道尻ルート

道尻～坂の市小学校前の運行

木佐上～馬場の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（23）木佐上ルート（神崎中学校前：往路）

木佐上～神崎中学校前の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（24）木佐上ルート（神崎中学校前：復路）

大分はとタクシー株式会社
（9）弓立ルート（通常便：判田）

弓立～判田局前の運行

大分シティタクシー株式会社
（8）弓立ルート（通学便：戸次）

弓立～戸次の運行

オーケーはとタクシー株式会社
（12）中野ルート

中野～戸次の運行

大分はとタクシー株式会社
（11）中野ルート

・令和5年度事業では、登録者が入所や入院によ
り自宅を離れたことが、①年間利用者数、②稼働
率が未達成となった要因であると分析しています。

・「利用者の満足度調査」を新たに評価指標とし、
全ルートの地域検討会でアンケート調査を実施し
ました。70％以上が満足していると回答する目標
を達成しております。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価統括表（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

オーケーはとタクシー株式会社
（2）赤仁田ルート

赤仁田～判田局前の運行

大分タクシー株式会社
（1）赤仁田ルート

赤仁田～判田局前の運行

オーケーはとタクシー株式会社
（3）樫原ルート

樫原～判田局前の運行

大分はとタクシー株式会社
（5）弓立ルート（通常便：戸次）

弓立～戸次の運行

中野～戸次の運行

大分シティタクシー株式会社
（10）弓立ルート（通常便：判田）

弓立～判田局前の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（15）市尾ルート

ワーカーズコープタクシー有限会社
（21）木佐上ルート（馬場：往路）

木佐上～馬場の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（22）木佐上ルート（馬場：復路）

事業実施の評価基準

Ａ評価：事業が計画に位置付けられたとおり、適

切に実施された

Ｂ評価：事業が計画に位置づけられたとおりに

実施されていない点があった

Ｃ評価：事業が計画に位置付けられたとおりに

実施されなかった

事業実施の評価基準

Ａ評価：事業が計画に

位置付けられたとおり、

適切に実施された

Ｂ評価：事業が計画に

位置づけられたとおり

に実施されていない

点があった

Ｃ評価：事業が計画に

位置付けられたとおり

に実施されなかった

（令和５年度の事業評価結果）

・評価の指標は、①年間利用者数、

②稼働率、③地域検討会開催状況、

④地域検討会及び運行説明会の参

加者数

・利用者が参加して次年度の運行計

画を検討する「地域検討会」を路線

ごとに開催するなど、利用促進に取

り組まれていることに対して評価しま

す。

・目標の一部が未達成となった項目

があるものの、前年度実績を上回っ

ており、引き続き、地域公共交通計

画に基づいた取り組みが着実に実

施されることを期待します。

・今後は交通だけなく、他の分野とも

連携・協働し、持続可能な公共交通

体系が構築されることを期待します。
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①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地方運輸局等における
二次評価結果

西大分駅前～ミスターマックス
～野稲田入口

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（34）柞原線

西大分駅前～ミスターマックス
～野稲田

佐賀関～臼杵
（補助対象：大分市内分のみ）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

臼津交通株式会社
(27)臼関線

臼津交通株式会社
(28)臼関線

佐賀関～下浦

上記に同じ

・引き続き、利用状況やバス時刻
表を回覧配布し、路線維持に向
けて、バス利用の意識づけを行
う。

・引き続き、沿線の商業施設や病
院などと連携・協働し、持続可能
な運行を目指す。

・年間利用者数は、目標17,394人に対して
11,695人で、未達成であった。（達成率67％）

・沿線住民に時刻表やチラシを配布し、利用
を呼びかけているものの、利用が伸びなかっ
た。

B

計画どおり事業は適切
に実施された。

※交通規制による運休
あり。（要綱に定めるや
むをえない事情として
認められたもの）

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（37）机張原線

机張原公民館前～ミスターマッ
クス～西大分駅前

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（38）中大山線

中大山～下八幡～生石一丁目

上記に同じ

・年間利用者数は、目標7,017人に対して
5,391人で、未達成であった。（達成率77％）

・沿線住民に時刻表やチラシを配布し、利用
を呼びかけているものの、利用が伸びなかっ
た。

・引き続き、利用状況やバス時刻
表を回覧配布し、路線維持に向
けて、バス利用の意識づけを行
う。

・引き続き、沿線の商業施設や病
院などと連携・協働し、持続可能
な運行を目指す。

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（36）机張原線

机張原公民館前～ミスターマッ
クス～生石一丁目

A

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（35）机張原線

机張原公民館前～下八幡～生
石一丁目

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（32）柞原線

野稲田入口～下八幡～生石一
丁目

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（30）柞原線

野稲田～下八幡～生石一丁目

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（31）柞原線

野稲田～ミスターマックス～生
石一丁目

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（33）柞原線

事業実施の評価基準

Ａ評価：事業が計画に

位置付けられたとおり、

適切に実施された

Ｂ評価：事業が計画に

位置づけられたとおり

に実施されていない

点があった

Ｃ評価：事業が計画に

位置付けられたとおり

に実施されなかった

事業実施の評価基準

Ａ評価：事業が計画に位置付けられたとおり、適

切に実施された

Ｂ評価：事業が計画に位置づけられたとおりに

実施されていない点があった

Ｃ評価：事業が計画に位置付けられたとおりに

実施されなかった
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①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地方運輸局等における
二次評価結果

上記に同じ 上記に同じ 上記に同じ

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（39）中大山線

中大山～ミスターマックス～西
大分駅前

上記に同じ

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（40）東八幡線

西大分駅前～下八幡～東八幡

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（41）東八幡線

西大分駅前～ミスターマックス
～東八幡

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（42）東八幡線

生石一丁目～ミスターマックス
～東八幡

オーケーはとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
株式会社双葉タクシー
別府大分合同タクシー株式会社
大分トキハタクシー株式会社
（43）柞原線

野稲田入口～ミスターマックス
～生石一丁目

A 上記に同じ Ｂ
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和９年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

往 10.3km

復 10.3km

往 10.3km

復 10.3km

往 11.7km

復 11.7km

往 11.7km

復 11.7km

往 17.1km

復 17.1km

往 17.1km

復 17.1km

往 17.1km

復 17.1km

往 17.1km

復 17.1km

往 18.8km

復 18.8km

往 18.8km

復 18.8km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

大分市

黒岩

(9)

(10)

判田局前バス停

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

弓立ルート
（通常便：判田）

(1)

(2)

②(2)

②(2) 大分バスの伯大線と戸次バス停にて接続 ③

路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と判田局前バス停にて接続 ③

弓立ルート
（通学便:戸次）

路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と判田局前バス停にて接続

運行系統

系統
キロ程

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と判田局前バス停にて接続 ③

黒岩

黒岩

黒岩

黒岩 平原橋 判田局前バス停

樫原中 小岳 判田局前バス停

樫原中 小岳

黒岩

赤仁田 判田局前バス停

赤仁田 庵ノ平

平原橋 戸次バス停

判田局前バス停

大分はとタクシー（株）

大分はとタクシー（株）

大分タクシー（株）

大分シティタクシー
（株）

大分はとタクシー（株）

大分シティタクシー
（株）

赤仁田ルート

樫原ルート

②(2) 大分バスの伯大線と判田局前バス停にて接続 ③

15日 20.0回

路線不定期

路線不定期46日 61.0回

24日 24.0回

43日 54.0回

47日 67.0回

大分バスの伯大線と判田局前バス停に
て接続

路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と戸次バス停にて接続 ③176.0回115日

路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と戸次バス停にて接続

③15.0回10日

路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と戸次バス停にて接続 ③

平原橋 戸次バス停
弓立ルート
（通常便：戸次）

平原橋 戸次バス停
弓立ルート
（通常便：戸次）

③

平原橋 戸次バス停
弓立ルート
（通学便:戸次）

21日 21.0回

③

路線不定期

運送予定者名市区町村名
運行系統名
（申請番号）

路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と判田局前バス停にて接続 ③庵ノ平 38日 50.0回

計画運
行日数

計画運
行回数

利
便
増
進
特
例
措
置

平原橋 判田局前バス停
弓立ルート
（通常便：判田）

53日 53.0回

赤仁田ルート

樫原ルート

大分シティタクシー
（株）

オーケーはとタクシー
（株）

オーケーはとタクシー
（株）

大分タクシー（株）

運
送
継
続
特
例
措
置
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和９年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

往 9.8km

復 9.8km

往 9.8km

復 9.8km

往 20.7km

復 20.7km

往 4.9km

復 4.9km

往 10.6km

復 10.6km

往 12.1km

復 12.1km

往 8.8km

復 8.8km

往 6.6km

復 6.6km

往 4.5km

復 4.5km

往 5.5km

復 5.5km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

計画運
行日数

計画運
行回数

利
便
増
進
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

大分市

大分タクシー㈱ (11) 中野ルート 中野停留所
中町停留
所

戸次バス停 42日 61.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と戸次バス停にて接続 ③

（有）野津原タクシー (14) 入蔵ルート
グループホーム館
奥

新鮮市場

オーケーはとタクシー
（株）

(12) 中野ルート 中野停留所
中町停留
所

戸次バス停 38日 52.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの伯大線と戸次バス停にて接続 ③

大分バスの野津原線と野津原バス停に
て接続 ③野津原バス停 53日

（有）野津原タクシー (13) 上石合ルート 屋形木 新鮮市場 野津原支所 36日 36.0回 路線不定期 ②(1) 大分バスの野津原線と野津原公民館バス停にて接続 ③

②(2)

大分シティタクシー
（株）

(15)市尾ルート 奥村
坂ノ市郵
便局

坂ノ市駅バス停 170日 220.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と坂ノ市駅バス停にて接続 ③

54.0回 路線不定期

大分バスの佐賀関線と坂ノ市駅バス停
にて接続 ③

大分シティタクシー
（株）

(16) 延命寺ルート 栗熊
延命寺入
口

坂ノ市駅バス停 160日 350.0回

TOTO北 坂ノ市駅バス停 180日 280.0回

140日 140.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と浜入口バス停にて接続 ③

大分シティタクシー
（株）

大分シティタクシー
（株）

(17) 一木ルート 田尾
政所南公
民館

浜入口バス停

路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と坂ノ市駅バス停にて接続 ③(18)

路線不定期 ②(2)

大分シティタクシー
（株）

(19) 折立ルート 折立上 殿下橋 坂ノ市駅バス停 80日 80.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と坂ノ市駅バス停にて接続 ③

屋山ルート 屋山団地

路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と坂ノ市駅バス停にて接続 ③
大分シティタクシー

（株）
(20) 道尻ルート タブの木 下道尻橋 坂ノ市駅バス停 85日 85.0回
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和９年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

往 8.2km

復 8.2km

往 6.4km

復 6.4km

往 7.3km

復 7.3km

往 1.3km

復 1.3km

往 1.3km

復 1.3km

往 4.7km

復 4.7km

往 5.km

復 5.km

往 2.9km

復 .km

往 2.9km

復 .km

往 25.3km

復 25.5km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

②(1)

5日

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

計画運
行日数

計画運
行回数

利
便
増
進
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

大分市

大分第一交通株式会
社

(21) 上白木ルート 13組 御幸 生石一丁目バス停 190日 270.0回

ワーカーズコープ
タクシー(有)

(23) 木佐上ルート（幸崎駅） 赤井 西山下 幸崎駅バス停 100日

ワーカーズコープ
タクシー(有)

(25) 河内ルート 明谷橋
河内公民
館

河内入口バス停

(29) 緑ケ丘・辛幸２区ルート 古宮バス停
緑ケ丘公
民館

辛幸２区公民館 40日 40.0回

臼津交通（㈱ (30) 臼関線

路線不定期

ワーカーズコープ
タクシー(有)

(22) 木佐上ルート（馬場） 赤井 西山下 馬場バス停 50日 60.0回 路線不定期 ②(1) 大分バスの佐賀関線と馬場バス停にて接続 ③

②(2) 大分バスの別大線と西大分バス停にて接続 ③路線不定期

5.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と河内入口バス停にて接続 ③

大分シティタクシー㈱ (24) 河内ルート 明谷橋
河内公民
館

河内入口バス停 5日 5.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と河内入口バス停にて接続 ③

130.0回
大分バスの佐賀関線と幸崎駅バス停に
て接続 ③

(27) 大黒ルート 大黒
セキストア
上浦店

佐賀関バス停 80日 100.0回

ワーカーズコープ
タクシー(有)

(26) 大志生木ルート 元宮 原住宅 大志生木バス停 85日 130.0回 路線不定期 ②(1) 大分バスの佐賀関線と大志生木バス停にて接続 ③

大分シティタクシー㈱ (28) 緑ケ丘・辛幸２区ルート 古宮バス停
緑ケ丘公
民館

辛幸２区公民館 40日 40.0回 路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と佐賀関バス停にて接続 ③

路線不定期 ②(1) 大分バスの佐賀関線と佐賀関バス停にて接続 ③大分シティタクシー㈱

白木 臼杵駅 308日 616.0回 路線定期 ②(1) 大分バスの佐賀関線と佐賀関バス停にて接続 ③

路線不定期 ②(2) 大分バスの佐賀関線と佐賀関バス停にて接続 ③
ワーカーズコープ
タクシー(有)

佐賀関
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和９年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

往 9.1km

復 9.1km

往 5.8km

復 5.8km

往 8.1km

復 8.1km

往 3.7km

復 .km

往 4.6km

復 .km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

ミスター
マックス

東八幡 254日

1,603.0回 路線定期 ②(2) 大分交通の別大線と西大分バス停にて接続 ③

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

計画運
行日数

計画運
行回数

利
便
増
進
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

大分市

臼津交通㈱ (31) 臼関線

オーケーはとタクシー㈱
大分シティタクシー㈱
㈱双葉タクシー

別府大分合同タクシー㈱
大分トキハタクシー㈱

(33) 机張原線

オーケーはとタクシー㈱
大分シティタクシー㈱
㈱双葉タクシー

別府大分合同タクシー㈱
大分トキハタクシー㈱

(35) 東八幡線

オーケーはとタクシー㈱
大分シティタクシー㈱
㈱双葉タクシー

別府大分合同タクシー㈱
大分トキハタクシー㈱

(32) 柞原線 野稲田入口
ミスター
マックス

西大分駅前 365日

路線定期 ②(1) 大分バスの佐賀関線と佐賀関バス停にて接続 ③佐賀関 白木 下浦 308日 2,050.0回

新村
ミスター
マックス

生石一丁目 365日 1,603.0回 路線定期 ②(2) 大分交通の別大線と西大分バス停にて接続 ③

254.0回 路線定期 ②(2) 大分交通の別大線と西大分バス停にて接続 ③

オーケーはとタクシー㈱
大分シティタクシー㈱
㈱双葉タクシー

別府大分合同タクシー㈱
大分トキハタクシー㈱

(34) 中大山線 中大山 下八幡 生石一丁目 361日 180.5回 路線定期 ②(2) 大分交通の別大線と西大分バス停にて接続 ③

生石一丁目
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